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毎週　火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

　○長崎県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則� 障 害 福 祉 課

◎　告　示

　○長崎県産業労働部関係補助金等交付要綱の一部改正� 産 業 政 策 課

　長崎県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年11月24日

� 長崎県知事　中村　法道　

長崎県規則第83号

　　　長崎県身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則

　長崎県身体障害者福祉法施行細則（平成15年長崎県規則第13号の３）の一部を次のように改正する。

　様式第１号中

「 ふりがな 男

・

女
氏　　名

」

を

「 ふりがな

氏　　名
」

に改め、同様式中「印」を削る。

　様式第３号中「印」を削り、同様式中「※本人自筆の場合、押印を省略することができます。」を削る。

　様式第４号中「医師氏名　　　　　　　　　　　印」を「医師氏名　　　　　　　　　　　　」に改める。

　様式第５号及び様式第６号中「印」を削り、同様式中「※本人自筆の場合、押印を省略することができま

す。」を削る。

　様式第７号中「印」を削る。

　様式第８号中「印」を削り、同様式中「※本人自筆の場合、押印を省略することができます。」を削る。

　様式第14号及び様式第15号中「印」を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和３年12月１日から施行する。

長崎県告示第764号

　長崎県産業労働部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第299号）の一部を次のように改正し、令和３

年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和３年11月24日

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則

　　　　告　　　　　示
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� 長崎県知事　中村　法道　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

雇用労働政策課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１～11　略

12 長崎県
外国人
材受入
緊急支
援事業
補助金

技 能 実
習 生 等
を受け入
れる際に
必要とな
る新型コ
ロナウイ
ルス感染
症の水際
対策に要
する経費
を 支 援
し、県内
事業所へ
の円滑な
外国人材
受入を促
進する。

補助対象者が補
助目的を達成す
るために要する
経費

10分 の
10以内

長崎県
中小企
業団体
中央会

別表（第２条関係）

雇用労働政策課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補　助
対象者

１～11　略
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